
（利用者目線に立った積極的な周知・広報）

● 厚生労働省ホームページのリニューアル

● 求職者支援制度のわかりやすいリーフレットの作成、周知

● 各分野の訓練コースについて、訓練内容のほか、訓練修了生の声・就職先・就職率等を盛

り込んだリーフレットの作成、周知

● 上記のリーフレットを活用したハローワークでの制度活用の働きかけ

（政府広報を活用した周知・広報）

● バナー広告などを活用した周知、広報

● 動画を活用した制度の分かりやすい解説による周知、広報

（生活困窮者の支援機関等と連携した周知・広報）

● 社会福祉協議会、自立相談支援機関での、ハローワーク職員による出張相談、説明会など

の実施

● 社会福祉協議会、自立相談支援機関のホームページへの周知用バナーの掲載（協力依頼）

● 地域若者サポートステーションのホームページへの周知用バナーの掲載や制度情報のSNS

による発信（協力依頼）

（SNSを活用したプッシュ型広報の強化）

● 厚生労働省のSNS、首相官邸メルマガなどによる制度情報の定期的な発信

● 厚生労働省、労働局、ハローワークのSNSによる、訓練コースの募集開始情報などの発信

（民間サイト、雑誌などによる周知、広報）

● 民間求人サイト、求人情報誌などに周知用バナーや制度情報などを掲載（協力依頼）

求職者支援制度の周知・広報について

（各種バナー） （厚生労働省ホームページ）

スマートフォンで見やすい
ようにリニューアル
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（求職者支援制度リーフレット）

（デジタル分野の訓練リーフレット）

（介護分野の訓練リーフレット）

■制度活用の主な要件

（訓練受講の要件）
● ハローワークに求職の申込みをしていること

● 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと

● 労働の意思と能力があること

● 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

（給付金の支給要件）
●本人収入が月8万円以下［シフト制で働く方などは月12万円以下（令和4年3月末までの特例）］

●世帯全体の収入が月25万円以下

●世帯全体の金融資産が300万円以下

●現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない

●全ての訓練実施日に出席する（やむを得ない理由がある場合も､8割以上出席する）

●世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない

●過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない

基礎 ビジネスパソコン科、オフィスワーク科など

ＩＴ WEBアプリ開発科、Android/JAVAプログラマ育成科など

営業・販売・事務 OA経理事務科、営業販売科など

医療事務 医療・介護事務科、調剤事務科など

介護福祉 介護職員実務者研修科、保育スタッフ養成科など

デザイン 広告・DTPクリエーター科、WEBデザイナー科など

その他 ３次元CAD活用科、ネイリスト養成科など

■主な訓練コース（求職者支援訓練）

● 訓練期間は2か月から6か月（＊）
＊ シフト制で働く在職者などを対象とした訓練コースは2週間から（令和3年度末までの特例）

● 上記の訓練のほか、訓練期間がより長い公共職業訓練（最長2年）も受講できます

［修了者の声］ 介護職が初めてで
不安もありました
が、経験豊富な講
師の授業により理
解が深まり、介護
職として働く意欲
が高まりました

簿記の資格を取得
でき、就職先も決
まりました。面接
や履歴書の作成指
導のおかげで就職
活動に意欲的に取
り組めました

給付金をも
らえたので、
生活の心配
をせずに訓
練に集中で
きました

コース検索

［所在地・連絡先］ ［制度の詳細］求職者支援制度の申し込みは、
ハローワークで受け付けています
まずは、住所地を管轄する
ハローワークにご相談ください

［制度の紹介動画］
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